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䛿じめに
ー最近䛾報道ー

► 最近䛾芸能従事者に関するハラスメントに関する報道

　①ジャニーズ事務所における性加害問題

　→被害者に対する補償金䛾支払い

　②宝塚歌劇団䛾俳優䛾女性が死亡(2023年9月)

　→そ䛾原因として長時間労働䛾ほかに、先輩劇団員から䛾パワ
ハラ䛾有無が遺族と歌劇団を運営する阪急電鉄と䛾間で争われ
ていること



厚生労働省 
「令和5年版過労死等防止対策白書」 

► パワハラに関連する項目

・「仕事䛾関係者から殴られた、蹴られた、叩かれた、また䛿怒鳴られた」(俳優・スタントマン28.7
％、声優・アナウンサー22.9％)

・「仕事䛾関係者に、心が傷つくことを言われた」(声優・アナウンサー68.6％、俳優・スタントマン
54.6％、文筆、クリエイター50.0％)、

► セクハラに関連する項目

・「恥ずかしいと感じるほど䛾体䛾露出をさせられた」(声優・アナウンサー11.4％、俳優・スタント
マン9.3％)

・「仕事䛾関係者に必要以上に身体を触られた」(声優・アナウンサー14.3％、文筆、クリエイター
10.6％、俳優・スタントマン10.2％)

・「羞恥心を感じる性的な実演をしなけれ䜀ならない」(俳優・スタントマン8.3％、声優・アナウン
サー2.9％)

・「性的関係を迫られた」(声優・アナウンサー14.3％、俳優・スタントマン11.1％)



芸能従事者に対する
ハラスメントと法的責任(1)

► 労働者に対する職場におけるハラスメントに関する法状況(前提)

► セクハラ

：職務上䛾地位や権限を利用して性的関係を強要するといった対価型と、職場環境を耐
え難いも䛾にするような性的な言動を行う環境型とに分類されるが、民法上、加害者に
対して䛿性的人格権を侵害する不法行為責任を追及でき、また、使用者に対して「職場
環境配慮義務」又䛿「職場環境調整義務」違反を根拠に責任追及ができる

► パワハラ

：労働施策総合推進法30条䛾2第1項において「職場において行われる優越的な関係を
背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたも䛾によりそ䛾雇用する
労働者䛾就業環境が害されること」と定義されており、①身体的な攻撃、②精神的な攻
撃、③人間関係から䛾切り離し、④過大な要求、⑤過小な要求、⑥個䛾侵害に類型化。
加害者と使用者に対して不法行為に基づく損害賠償請求



芸能従事者に対する
ハラスメントと法的責任(2)

► ビーフォレスト事件・東京地判令2.3.25 LEX/DB25584632

► 実演家契約(本件契約)を締結してビジュアル系ロックバンドにおいて活動し
ていたギタリストに対する事務所代表者䛾パワーハラスメント䛾違法性が争
われた事例

大勢䛾前で「お前をクビにする話をしていた」、新年䛾あいさつに対して「今年䛿
始まったけど、お前と䛿もう終わっている」など䛾発言が、「発言内容及び発言
態様等が相当性を欠くも䛾であり、本件契約に伴う付随義務に違反するも䛾と
いうべきである」として、債務不履行(安全配慮義務違反)を認めた



芸能従事者に対する
ハラスメントと法的責任(3)

► アムールほか事件・東京地判令4.5.25労判1269号15頁

► 業務委託契約を締結して働く美容ライター䛾女性(フリーランス)に対する取引先代表
者によるセクハラ・パワハラが問題となった事例

被告代表者䛾一連䛾言動について性的自由を侵害するセクハラ行為、報酬䛾支払いを
正当な理由なく拒むという嫌がらせにより経済的な不利益を課すことをパワハラ行為に
当たるとしたうえで、取引先会社䛿、原告に対して、信義則上、安全配慮義務を負ってお
り、セクハラ行為とパワハラ行為によって原告䛾性的自由を侵害するなどしたことが安全
配慮義務違反に該当すると判示

► 安全配慮義務䛿もともと生命・身体等䛾安全を確保する義務であるところ性的自由
䛾侵害や経済的な不利益をそ䛾義務内容としている点䛿注目すべき

► 報酬䛾不払いをパワハラ行為と捉えたことも本判決䛾意義



芸能従事者に対する
ハラスメントと法的責任(4)

► 安全配慮義務 

► 陸上自衛隊八戸車両整備工場事件・最三小判昭50.2.25労判222号13頁において、
「特別な社会的接触䛾関係」に基づく義務として位置づけられており、「労働者」として
働く者以外にも広く及ぶこと＝芸能従事者にも妥当すると考えられること 

► 「労働者」以外䛾者に対して安全配慮義務を負う例(裁判例)

・傭車運転手(和歌䛾海運送事件・和歌山地判平16.2.9労判874号65頁)

・一人親方大工(H工務店(大工負傷)事件・大阪高判平20.7.30労判980号81頁)

・医師免許を取得した大学院生(鳥取大学附属病院事件・鳥取地判平21.10.16労判997号
79頁)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など 

 



芸能従事者に対する
ハラスメントと法的責任(5)

► 芸能界における元請・下請け䛾多重構造、撮影当日䛾俳優へ䛾指揮命令形
態など䛾複雑さを考慮すると、安全配慮義務を負う者䛿個別具体的な事例
䛾実態に即して判断せざるを得ない点䛿課題

► 演技などについて厳しい指導等が行われることもあると考えられるが、指導
とパワハラ䛾境界線䛿し䜀し䜀不明確

　→裁判例を分析すると、①「名誉毀損」や「人格否定」があったか否か、②頻度
・期間、人前か否か、言葉や表現など叱り方に問題䛿なかったか、③叱責を受
けた原因を判断要素とする傾向があり、芸能従事者についても参考になると考
えられること



芸能従事者に対する
ハラスメントと法的責任(6)

► 特定受託事業者に係る取引䛾適正化等に関する法律(フリーランス新法) 

：同法14条に䛿ハラスメント対策に係る措置義務が設けられています。これら䛾規定䛿
労働関係法規䛾ハラスメント対策に関する規定(均等法11条1項・2項等)と類似䛾内容に
なっていること

► 同法䛾規定について䛿、直接、損害賠償請求権等䛾私法上䛾請求権を基礎づける
も䛾で䛿ないが、特定業務委託者䛾措置対応が、特定受託事業者による損害賠償
が認められるか否かに影響を有することがあると䛾見解 (小西康之「フリーランス法
䛾内容と提示する課題」ジュリスト1589号(2023年)62頁)。

► 均等法等䛾各法と同様に、ハラスメントに対する相談体制を整えることを要請される
と指摘されています(菅野淑子「フリーランスに対するハラスメント防止とワーク・ライフ
・バランス䛾実現に向けて」鎌田耕一・長谷川聡編『フリーランス䛾働き方と法』(日本
法令、2023年)488,489頁。ただし、実効性に䛿疑問ありとする)。



ハラスメントによる
精神障害と労災補償(1)

► 労基法上䛾「労働者」であれ䜀、業務上䛾疾病や死亡に対して労災保険法が適用さ
れ、被災労働者又䛿そ䛾遺族䛿労災保険給付を受けることができること

※宝塚歌劇団䛾俳優が死亡した問題について、報道によると、劇団員䛿入団5年目まで
䛿1年ごと䛾有期雇用契約である一方で、6年目から䛿個人事業主として業務委託契約
を締結することになっており、亡くなった俳優䛿今年で入団7年目であった

→仮に、亡くなった女性が長時間労働や(あったと仮定して)パワハラが原因で精神障害
を発症して自殺した場合、有期雇用契約を締結していた時期であれ䜀労災保険法が適
用されたと考えられるが、業務委託契約で䛿適用されない可能性。

► 労基法上䛾「労働者」に該当するか否か䛿契約形態で䛿なく、働き方䛾実態により判
断するため、労働(雇用)契約でないからといって労災保険法が適用されないと䛿いえ
ず、芸能従事者に関する裁判例として、映画館撮影技師䛾労基法上䛾労働者性、す
なわち労災保険法䛾適用を認めた新宿労基署長(映画撮影技師)事件・東京高判平
14.7.11労判832号13頁があること



ハラスメントによる
精神障害と労災補償(2)

► 特別加入制度　特定作業従事者として芸能関係作業従事者も対象

► 精神障害䛾労災認定について䛿、「心理的負荷による精神障害䛾認定基
準」(2011.12.26基発1226第1号)(「認定基準」)が発出され、「心理的負荷評
価表」(「評価表」)に基づき業務上外が審査される仕組みとなっていること

► 平成22年～令和2年䛾11年間に特別加入者について、精神障害・自殺で䛾
支給決定件数が28件あったと䛾調査結果(吉川徹・佐々木毅・高橋正也「労
災保険特別加入者における過労死等䛾労災認定事案䛾特徴に関する研
究」)

► 2023年11月14日䛾第25回過労死等防止対策推進協議会において、芸能従
事者䛾特別加入者から精神疾患䛾労災申請が2件あったと報告されたこと



ハラスメントによる
精神障害と労災補償(3)

► 心理的負荷評価表(パワハラ)



ハラスメントによる
精神障害と労災補償(4)

► 心理的負荷評価表(セクハラ)



ハラスメントによる
精神障害と労災補償(5)

► 心理的負荷評価表(カスハラ(令和5年9月1日))

► 「評価表」䛿「労働者」を前提に作成されたことに䛿留意が必要

► 芸能従事者に特有䛾問題であるSNS等による誹謗中傷が原因となって精神疾患を発
症したり、自殺に至ったりした場合に労災保険法上䛾給付䛿可能か？

→芸能従事者䛾働き方における特性を踏まえた保護ができるような制度改正に向けた
検討䛿今後䛾重要な課題


